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町 一般会計の概要

平成26年
３月31日現在

一 般 会 計
歳 入 収入済額　108億7,150万9千円　執行率　85.4%

0 10億
町税

地方譲与税
利子割交付金
配当割交付金

株式等譲渡所得割交付金
地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金
自動車取得税交付金
地方特例交付金
地方交付税

交通安全対策特別交付金
分担金及び負担金
使用料及び手数料

国庫支出金
県支出金
財産収入
寄附金
繰入金
繰越金
諸収入
町債

議会費
総務費
民生費
衛生費
労働費

農林水産業費
商工費
土木費
消防費
教育費

災害復旧費
公債費
諸支出金
予備費

20億 30億 40億 50億（円）

0 10億 20億 30億 40億 50億（円）

■予算現額
■収入済額

■予算現額
■支出済額

では、皆さんに町の財政状況を正しく理解してい
ただくとともに、納められた税金や国・県支出金

がどのように使われているかを知っていただくため、「財
政状況の公表に関する条例」に基づき、年２回（広報壬
生６月・12月号）財政状況を公表しています。今回は、
平成25年度下半期までの収入と支出の状況等についてお
知らせします。
　なお、今回公表するものは、平成26年３月末までのも
のであり、決算額ではありません。これは３月末までに
確定した債権債務について整理を行うために４月１日か
ら５月31日までの２ヶ月間を出納整理期間とすることが
認められているためです。

　平成25年度一般会計の当初予算額は、
113億３千万円でしたが、４回の補正予算の
実施により、当初予算に比べ12.4%増の127
億3,064万７千円の現計予算額となっています。
　平成26年３月31日現在の収入済額は、
108億7,150万９千円で、予算額の85.4%に
なります。また支出済額は106億8,296万５
千円で、予算額の83.9%となっています。
科目別の状況については別表のとおりです。
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歳 出 支出済額　106億8,296万5千円　執行率　83.9%

40億6,482万9千円
38億6,162万5千円

4,500万円
4,672万1千円
2,631万9千円
2,631万9千円

3億3,648万6千円
3億2,167万4千円

3億8,331万3千円
3億8,331万4千円

1億3,857万3千円
1億3,711万7千円

8万5千円
8万5千円

3千円
0円

12億8,257万1千円
11億7,483万1千円

9億5,118万3千円
7億5,437万1千円

6億4,097万5千円
4億977万5千円
5億410万6千円
4億6,475万6千円

1,150万2千円
235万2千円

385万3千円
0円

9億3,361万6千円
9億3,361万5千円

15億5,755万8千円
12億407万6千円

8億3,972万6千円
7億918万6千円

18億206万7千円
10億3,117万6千円

4億923万9千円
3億9,591万5千円

3億円
14億1,470万円

2,938万7千円
2,976万2千円
131万8千円
132万1千円

10億3,209万3千円
7億872万5千円

3億3,219万7千円
3億3,199万3千円

13億9,505万9千円
11億3,761万円

1億9,181万6千円
1億8,284万円

20億2,690万円
20億5,697万6千円

45億5,681万9千円千円45億5,681万9千円
43億3,685万3千円千円43億3,685万3千円

1億4,600万1千円
1億5,368万1千円

3億5,000万円
3億5,806万9千円

3,300万円
3,583万4千円

600万円
640万8千円

900万円
953万7千円
400万円
1,838万円
200万円
2,957万7千円



特別会計

水道事業会計

町税の内訳

税の負担状況

地方債現在高

10億0 20億 30億 40億 50億（円）

10億0 20億 30億 40億 50億（円）

10億0 20億 30億 40億 50億（円）

■予算現額
■執 行 額

■予算現額

■収入済額

■支出済額

収益的収入
及び支出

資本的収入
及び支出

収入

支出

収入

支出

・資本的収支の収入額が支出額に対して不足する額は、損益勘定留保資金等で補てんしました。

予算現額

49,914円

134,027円

人口 39,727人　世帯 14,795世帯

50,382円

135,284円

1,709円

4,589円

7,065円

18,972円

96円

257円

2,002,120千円

66,997千円

3,802千円

3,747千円

280,690千円

固定資産税

2,001,527千円
固定資産税

軽自動車税

町たばこ税

町たばこ税

都市計画税 総額
171億3,131万8千円

都市計画税

収入済額

10億0 20億 30億 40億 50億（円）

200億

150億

100億

50億

町民税町民税 軽自動車税軽自動車税 都市計画税都市計画税固定資産税固定資産税 町たばこ税町たばこ税町民税

一人 当たり
109,166円

一世帯 当たり
293,129円

平成26年３月末現在

軽自動車税 都市計画税固定資産税 町たばこ税

64億7,344万1千円64億7,344万1千円
一般会計債

57億6,923万6千円57億6,923万6千円

公共下水道
事業債

29億4,982万円29億4,982万円

19億3,882万1千円19億3,882万1千円

農業集落
排水事業債

 上水道事業債

8億2,818万4千円
5億1,456万円
6億1,148万3千円

3億4,424万8千円
3億3,736万5千円

5億7,776万6千円

4億7,288万3千円
4億6,301万円

1億6,474万5千円
1億3,804万7千円

4億8,921万9千円
4億6,175万円

4億8,568万8千円

3億3,235万円

170万1千円
177万8千円
150万円
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平成25年度下半期

町の財政状況報告

国民健康保険特別会計

公共下水道事業特別会計

奨 学 資 金 特 別 会 計

介護保険事業特別会計

農業集落排水事業特別会計

後期高齢者医療特別会計
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■予算現額
■執 行 額

（円）

49億5,321万6千円
46億911万5千円
43億9,350万7千円

2,204,155千円
町民税

1,982,934千円
町民税

50億7,508万3千円
46億3,720万3千円
45億4,394万7千円

17億5,604万5千円
13億2,305万7千円
12億6,507万9千円

25億6,255万7千円
25億185万9千円

22億5,073万4千円

軽自動車税
67,900千円

279,800千円
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壬生町の部編成
　総務部、民生部、経済部、建設部、教育委員会、他
町の経営資源
　①全職員数　　258人※町長・副町長、県からの派遣職員等は除く。

…………………………22,631,982千円
………………………………… 11,600,000千円

……………………4,742,340千円
…………………1,404,606千円
……………………2,605,524千円
………………… 731,942千円
……………………333,089千円

……………………………… 1,212,580千円
……………………………… 1,901千円

※水道事業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計

②平成26年度当初予算額　
　内訳）一般会計　

国民健康保険特別会計
公共下水道事業特別会計
介護保険事業特別会計
農業集落排水事業特別会計
後期高齢者医療特別会計
 水道事業会計
奨学資金特別会計

構　　成：住民課、健康福祉課、こども未来課、生活環境課、
　　　　　臨時福祉給付金等対策室
経営資源
　①職員数99人（全職員の38.4％）

　　　　　　　　　　　　　　　②平成26年度当初予算額　12,016,181千円（全予算額の53.1%）
各課の主な施策（新規事業中心）
　住　　　民　　　課　来庁者の満足度向上、特定健康診査
　健 康 福 祉 課　健康大学の開設、高齢者の見守り支援、ねんりんピック栃木2014の開催（サッカー）
　こ ど も 未 来 課　子ども・子育て支援事業計画、母子健診教室及び予防接種、こんにちは赤ちゃん祝い金
　生 活 環 境 課　防犯灯の台帳整備、町民活動支援センター運営
　臨時福祉給付金等対策室　臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金

重点的な取り組み
　●庁内連携を緊密にし、特定健診等の受診率向上を図ります。　●地域見守りチームの充実を図ります。
　●いのちの大切さを伝える講演会と自殺予防のための人材育成を行います。
　●子ども・子育て支援に関する計画を策定します。　●こども医療費助成について、更なる充実を図ります。
　●空き家対策に関する調査・検討を行います。　●自治会管理防犯灯を町で管理するため移管事務を推進します。

構　　成：建設課、都市計画課、水道課、下水道課
経営資源
　①職員数39人（全職員の15.1%）
　②平成26年度当初予算額　4,993,845千円（全予算額の22.1%）

各課の主な事業（新規事業中心）
　建　設　課　六美地区雨水排水対策事業、幹線・生活道路の整備推進
　都市計画課　六美北部土地区画整理、聖地公園の整備
　水　道　課　老朽管の更新、配水管の整備推進
　下 水 道 課　水処理センターの更新、黒川東部地区農業集落排水事業の推進
重点的な取り組み
　●道路附属物（標識、照明、歩道橋等）の点検を実施し、安全で安心な道路の提供に努めます。
　●町営住宅の長寿命化を図るとともに町営住宅使用料の納付率向上を図り、適正な維持管理に努めます。
　●六美北部地区の区画整理実施に向けた、まちづくりの基本調査を実施します。
　●「みぶハイウェーパーク（道の駅みぶ）」からの情報発信の充実を図り、清潔で利用し易い施設管理に努めます。
　●配水管の更新や拡充により、水道水の安定供給を図ります。
　●災害時に下水道機能を維持及び早期回復することが出来るようにBCP（業務継続）計画を策定します。

小中学校にエアコン設置、高齢者の見守り支援、防災行政無線の運営など、子どもからお年寄りま
で、ますます住みやすくて、安心して暮らすことの出来るまちになっていくなぁ～♪
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構　　成：学校教育課、生涯学習課、スポーツ振興課
経営資源
　①職員数39人（全職員の15.1%）
　②平成26年度当初予算額　883,982千円（全予算額の3.9%）

各課の主な事業（新規事業中心）
　学 校 教 育 課　小・中学校にエアコン設置、スクールランチサポート事業
　生 涯 学 習 課　まちかど文庫の運営、中央公民館にエレベーター設置
　スポーツ振興課　新体育館建設基本計画策定、県小学生駅伝競走大会等への参加
重点的な取り組み
　●小・中学校にエアコンを設置します。　●壬生中学校の耐震工事を実施します。
　●学校給食の充実と保護者の経済的負担を軽減します。　
　●図書館運営の充実を図るため、指定管理者制度の導入準備を進めます。
　●「国指定古墳」を活用した「まちづくり」「人づくり」を推進します。　
　●「壬生論語古義抄」を活用した「論語のまちづくり」を推進します。
　●町民のニーズに対応できる新体育館整備を推進します。
　●「ゆうがおマラソン大会」を通して、壬生町の魅力を全国に発信します。

構　　成：総務課、総合政策課、税務課、マイナンバー準備室
経営資源
　①職員数51人（全職員の19.8％）
　②平成26年度当初予算額　4,097,577千円（全予算額の18.1％）

各課の主な施策（新規事業中心）
　総　　　務　　　課　防災行政無線の運営、避難所照明機材の整備　
　総 合 政 策 課　町ホームページリニューアル、御里地区住居表示変更、みぶまる運営
　　　　　　　　　　　壬生・ふるさと夢大使、みぶの日(3月2日）イベント
　税　　　務　　　課　都市計画税の課税ゼロ
　マイナンバー準備室　マイナンバー制度導入に向けた例規、システム整備
重点的な取り組み
　●時代の変化に迅速かつ的確に対処できる人材を育成します。　
　●平成28年度から10年間の町政運営示す第6次総合振興計画の策定を2カ年継続で策定します。
　●見やすいホームページに大幅改修します。　●３月２日（みぶの日）を中心に町内外へ町のPRを行います。
　●町税等の現年度分及び滞納繰越分を、前年度以上の収納率（額）の向上を図ります。

構　　成：農政課、商工観光課
経営資源
①職員数18人（全職員の7.0%）
②平成26年度当初予算額　515,101千円（全予算額の2.3%）

各課の主な事業（新規事業中心）
　商工観光課　みぶブランドの推進、商工業振興補助、みぶ羽生田産業団地企業誘致の推進
　農　政　課　地域特産物（苺、トマト、干瓢、ニラ、壬生菜等）の推進、下稲葉地区圃場整備
重点的な取り組み
　●みぶブランド推進のため、商品の認定制度を活用し、みぶブランドをPRします。
　●6月に第２期分譲開始の「みぶ羽生田産業団地」への誘致活動を充実します。
　●観光協会事業を通じ、町の資源を生かしたイベントの創出や情報発信を行います。
　●壬生の野菜『みぶの妖精』を宣伝し、町の農産物ブランド力を高めます。
　●新たな作物（壬生菜）をブランド化し農業の振興及び町の活性化を図ります。
　●農業生産の向上及び効率化を図るため、下稲葉地区圃場整備を実施します。

構　　成：会計課、議会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局
経営資源
　①職員数12人（全職員の4.7%）
　②平成26年度当初予算額　125,296千円（全予算額の0.5%）

重点的な取り組み
　会　　計　　課　●収入・支出の各事務処理の確実かつ更なる適正化に向け、公会計システムの改善
　　　　　　　　　　を図り、一層の事務合理化を図ります。　
　議 会 事 務 局　●議会の機能が十分に発揮できるよう、円滑な議会運営に努めます。
　監査委員事務局　●監査内容の充実及び監査時間の短縮を図り、効果的な監査成果を得るため、執行機関との調整
　　　　　　　　　　及び事務の執行を図ります。
　農業委員会事務局　●農業再生協議会と連携を図りながら、担い手への利用集積に向けた農地の斡旋・調整活動等を
　　　　　　　　　　積極的に行い、遊休農地の解消を図ります。

32（みぶ）の日に町公認キ
ャラクターになって、昨年
以上に燃えているわ！
今年は、壬生菜の種をみな
さんにお配りして、壬生町
の新たな農産物「壬生菜」
推進して
いくわ！
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松本　裕一
早乙女　誠
池田　康
福田　一雄
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５
月
16
日
、
中
央
公
民
館
・
中
ホ
ー
ル
に
お
い
て
行
政
協
力

委
員
会
議
及
び
平
成
26
年
度
壬
生
町
自
治
会
連
合
会
定
期
総
会

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
行
政
協
力
委
員
会
議
に
お
い
て
は
、
小
菅
町
長
か
ら
今
年
度
４

月
に
新
た
に
自
治
会
を
設
立
し
た
「
虹
の
杜
自
治
会
」
の
会
長
へ

委
嘱
状
が
交
付
さ
れ
た
後
、
町
の
関
係
各
課
か
ら
委
員
の
皆
様
へ

の
各
種
事
業
の
協
力
依
頼
及
び
連
絡
事
項
等
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

　
説
明
の
あ
っ
た
案
件
は
、
左
記
の
と
お
り
で
し
た
。

●
防
災
行
政
無
線
、
自
主
防
災
組
織
に
つ
い
て
（
総
務
課
）

●
高
齢
者
見
守
り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
、
「
ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
栃 

　
木
２
０
１
４
」
の
開
催
に
つ
い
て
　
等
（
健
康
福
祉
課
）

●
み
ぶ
菜
の
種
・
レ
シ
ピ
集
の
全
戸
配
布
に
つ
い
て
（
農
政
課
）

●
自
治
公
民
館
建
設
補
助
、
中
学
生
の
地
域
活
動
推
進
事
業
に
つ

　
い
て
　
等
（
生
涯
学
習
課
）

●
い
き
い
き
ふ
れ
あ
い
応
援
事
業
に
つ
い
て
（
生
活
環
境
課
）

　
一
方
、
自
治
会
連
合
会
定
期
総
会
で
は
、
25
年
度
事
業
報
告
、

収
支
決
算
報
告
及
び
会
計
監
査
報
告
の
あ
と
、
26
年
度
事
業
計

画
案
や
収
支
予
算
案
、
そ
し
て
役
員
補
充
案
に
つ
い
て
審
議
さ
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
原
案
ど
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
３
年
以
上
の
長
き
に
わ
た
り
自
治
会
長
を
務
め
、
地
域

の
皆
様
と
行
政
の
パ
イ
プ
役
と
し
て
大
い
に
活
躍
さ
れ
、
25
年

度
で
自
治
会
長
を
退
任
さ
れ
た
４
名
の
方
に
対
し
、
そ
の
功
績
を

称
え
、
山
本
会
長
と
小
菅
町
長
か
ら
感
謝
状
と
記
念
品
が
贈
呈
さ

れ
ま
し
た
。
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　日本国内に住む20歳から60歳までの方は、国民年金に加入することになっています。加入
の手続きや保険料の納付の仕方などは、加入者の職業などにより、次の3種類に区分されます。

　平成26年度の国民年金保険料は、月額15,250円です。保険料が納め忘れの状態で、障害や死亡といった不慮の
事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が請求できない場合があるため、保険料の納付が困難な場合は、
免除・猶予等の申請を行ってください。（審査には所得基準等があります。）

第２号・３号被保険者以外
（自営業者・学生・フリーター等）

種　別 加入者 届出先 納　付

◎問合せ先　

老齢基礎
年　金

　国民年金保険料を20歳から60歳までの40年間納付し、65歳から受給する年金で、
受給資格には最低25年分の納付や免除期間等が必要です。
　■受給額（40年間納付した場合）……772,800円（平成26年４月時点）

障害基礎
年　金

　国民年金加入中や老齢基礎年金を受給していない60歳以上65歳未満で国内在住中、
または20歳前の病気やけがで一定の障害の状態になってしまった場合、生活を保障
するために障害基礎年金が支給されます。また、受給権者が生計を維持している子
※1がいる場合には、子の数に応じて加算があります。
　■受給額／１級　966,000円 （平成26年4月時点）
　　　　　　２級　772,800円 （平成26年4月時点）

遺族基礎
年　金

　国民年金加入中または老齢基礎年金の受給資格を満たした方が亡くなった場合、
その方が生計を維持している子※1の妻、または子が受け取る年金です。子の人数に
応じた額の遺族基礎年金が受給できます。 
　■受給額／妻と子（１人）の場合…………995,200円（平成26年4月時点）
　　　　　　子（１人）のみの場合………… 772,800円（平成26年4月時点）
　※1　18歳到達年度の末日までの子、または20歳未満で障害の状態が１級・２級の子のことをいう

寡婦年金
　第１号被保険者として保険料を納めた期間と免除等期間の合計が25年以上ある夫
が死亡した場合、夫が生計を維持し、10年以上継続して婚姻関係があった妻に、妻
が60歳から65歳の間に限り支給されます。ただし、死亡した夫が老齢または障害基
礎年金を受給していた場合や、妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金をうけているときは、
対象となりません。
　■受給額………夫が受け取れるはずだった老齢基礎年金の３/４

死亡一時金

  3年以上15年未満

15年以上20年未満

20年以上25年未満

220,000円

270,000円

320,000円

25年以上30年未満

30年以上35年未満

35年以上

120,000円

145,000円

170,000円
※2　1/4・半額・3/4免除期間の納付月数は、納付済期間に相当する月数です。
※3　付加保険料納付済期間が3年以上ある場合は、8,500円が加算されます。

　第１号被保険者として保険料を納めた期間※2が3年以上あり、老齢・障害基礎年
金を受給せずに死亡した場合、遺族基礎年金を受けられない遺族に支給されます。
寡婦年金を受給できる場合は、どちらか一方を選択します。

保険料納付済期間 金　額 保険料納付済期間 金　額

受給額

本人が納付役場へ本人が届出第１号被保険者

●栃木年金事務所 お客様相談室　　22－4134　●町民生部住民課国保年金係　　81－1827

会社員・公務員

会社員・公務員の被扶養配偶者

勤務先で納付

配偶者制度負担

勤務先へ届出

配偶者の勤務先へ届出

第２号被保険者

第３号被保険者

※3
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　～国民年金保険料を納めることが困難な場合は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万一のために保険料免除制度を活用しましょう～

本人・配偶者・世帯主の所得審査により、保険料の納付が免除される制度です。

対象となる所得（扶養申告）が未申告の場合、免除審査が遅れることがありますので、必ず
確認をお願いいたします。

指定された保険料を納めない場合は、一部免除は認められず、未納期間として取り扱われます。

申請免除制度

　保険料が未納の状態でいると、老齢基礎年金が減額、または受給できなくなるほか、病気や怪我・
死亡など不慮の事態が発生した時に、障害基礎年金・遺族基礎年金などが受けられない場合があ
ります。
　申請の種類は、一般の被保険者と学生を対象とした２種類に分けられます。申請免除が認めら
れた期間は、老齢基礎年金を請求する際の受給資格期間に算入されるとともに、それぞれの割合
で年金額が計算されます。
　将来、収入が回復し、保険料が納付できるように、そして、年金受給権の確保や、もしものと
きの生活保障のために、申請免除の手続きを行いましょう。　

　平成26年度の免除の受付は、平成26年７月１日から開始され、平成26年７月分から平成27年
６月分までの期間を対象として審査を行います。
　また、今年4月から法律が改正され、２年１か月前の月分まで遡及して免除申請をすることがで
きます。

　金未納を
　　　　ストップ！年 免 活除制度を 用しましょう

�����������������
�����������������
�����������������

◎免除対象となる所得基準額の「めやす」：平成25年中所得

※申請者本人・配偶者・世帯主の所得が、それぞれ該当することが必要です。

１．全額免除：保険料の全額（月額15,250円）が免除されます。
　　　　　　   　免除が認められた期間は、老齢基礎年金受給時に受給割合が１/２として年金額が
　　　　　　　　計算されます。

２．一部納付：保険料の一部を納付することにより、残りの保険料が免除(１/４・半額・３/４)
　　　　　　　されます。免除が認められた期間は、老齢基礎年金受給時にそれぞれの割合で年
　　　　　　　金額が計算されます。
　　　　　　　  ◆3/4免除（1/4＝月額  3，810円納付）→→→受給割合５／８
　　　　　　     ◆1/2免除（半額＝月額  7，630円納付）→→→受給割合６／８
　　　　　　　  ◆1/4免除（3/4＝月額11，440円納付）→→→受給割合７／８

（一部免除）

世帯構成（例） 全額免除
一 部 納 付

３/４免除

単身世帯（扶養０人）

２人世帯（扶養１人）

４人世帯（妻と子供２人扶養）

  57万円

  92万円

162万円

  93万円

142万円

230万円

１／２免除

141万円

195万円

282万円

１／４免除

189万円

247万円

335万円



◆ねんきんダイヤル 　　　　　　　　　０５７０－０５－１１６５
栃木年金事務所　お客様相談室　　　　２２－４１３４
役場民生部住民課国保年金係　　　　　８１－１８２７

法令に定められた下記の項目に該当すると、保険料が免除されます。
　●障害基礎年金、障害厚生（共済）年金の１級・２級を受給されている方
　●生活保護法による生活扶助を受けている方

問合せ先

法定
免除

保険料の追納について 免除・猶予申請の手続き
申請免除・若年者納付猶予・
学生納付特例制度の適用を受
けた期間は、将来有利な年金
を受けることができるように、
承認期間から10年以内であれば、
あとから納付することができ
ます。（３年度目を経過すると
加算額が上乗せされます）

9
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手　続　き：原則、毎年の申請が必要です。
　　　　　　（一部の全額免除･納付猶予該当者を除く）
必要なもの：年金手帳・印鑑・届出者の本人確認ができ
　　　　　　るもの（免許証・保険証等）
　　　　　　●学生特例納付　　学生証のコピー（在学期間がわかるもの）
　　　　　　　　　　　　　　　または在学証明書
　　　　　　  ●失業特例免除　　

申 請 窓 口：役場住民課国保年金係または稲葉・南犬飼出張所

○一部免除の「めやす」は、社会保険料(国民年金、国民健康保険、介護保険)について、一定の金額を納付していると仮 
　定して計算しています
○「2人世帯」および「4人世帯」のご夫婦は、夫または妻のどちらかのみに所得がある世帯の場合
○「4人世帯」のお子さんは、ともに16歳未満の場合

★平成26年７月１日からが、申請対象期間になります。(平成26年度)
★平成26年６月以前の月分は、申請免除と同じく２年１か月前までの月分まで遡及して申請ができます。
★30歳未満(若年者)の第１号保険者（学生を除く）は、本人及び配偶者の所得が、申請免除の全
　額免除と同基準に該当すれば、保険料納付が猶予されます。
※納付猶予期間は、年金の受給資格期間に算入されますが、受給額の計算には反映されませんので、
　ご注意ください。

若年者納付猶予制度

★平成26年４月１日からが申請対象期間となります。（平成26年度）
★平成26年３月以前の月分は、申請免除等と同じく、２年１か月前までの月分まで遡及して申請ができます。
★在学中、毎年度申請手続が必要です。
★所得基準額……学生自身の所得が、申請免除の1/2免除と同基準に該当すれば、保険料納付が
　猶予されます。
※納付特例期間は、年金の受給資格期間に算入されますが、受給額の計算には反映されませんので、
　ご注意ください。

学生納付特例制度
20歳以上の学生（修業年限１年未満の科目履修生等を除く）が対象の免除制度です。

　失業（退職）に伴う特例制度では、申請者・配偶者・世帯主の所得審査のうち、失業（退職）
者を除外いたしますので、通常の免除申請よりも有利な審査となります。審査基準は、全額免除・
一部納付に準じますので、前表の所得基準額をご参照ください。

失業（退職）者に対する特例制度

雇用保険受給資格者証・雇用保険被保険者離
職票、公的機関が離職について証明した書類



　壬生町では、平成24年度から高齢者地域見守りネットワーク事業を開始しました。

この事業は、65歳以上の一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯のみなさんが、地域

で孤立せず安心して暮らすことができるよう、自治会の中でチーム員の方が「さり

げない見守り」を行うものです。

　５月８日、保健福祉センターにおいて、見守りチーム員委嘱状交付式が開催され、

見守りネットワーク事業実施自治会は町内81自治会中42自治会、チーム員総数は

134名となりました。

―認知症サポーター養成講座―
　壬生町高齢者地域見守りネットワ

ーク事業では、高齢者の方への理解

を深めてもらおうと、見守りチーム（自

治会長・民生委員・チーム員）のみ

なさんに向けて、年に数回、研修会

を開催しています。

　５月８日の研修会では、「認知症

サポーター養成講座」を実施し、午

前の部（稲葉・南犬飼地区）、午後

の部（壬生地区）で計106名の方が参

加しました。講師である壬生南地区

及び壬生北地区地域包括支援センタ

ーの職員から、増加している認知症高齢者の症状や接し方などを学び、見守り活動への生

かし方を研修しました。

　また、研修会では町で新たな取組として認知症高齢者に配布を開始した「命のカプセル」

についても、現物をお見せして説明しました。

高齢者見守りネットワーク事業研修会を開催
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問合せ先 町民生部健康福祉課高齢福祉係　　８１－１８３０

壬生町では、見守りネットワーク事業に
協力していただける事業者を募集しています

協力事業者の募集

命のカプセルとは

高さ高さ
6cm

直径直径2cm

重さ重さ
22g

高さ
6cm

直径2cm

重さ
22g
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　防水アルミ筒の中に個人情報を記入した「情報シート」

を保管し、徘徊の危険性のある認知症患者本人が携帯す

ることで、行方不明となる事故の防止と外出時に事故や

災害に遭遇した際、救急隊員等が記載内容を確認し、速

やかな応急処置が行われることが期待されます。

使用方法
　情報シートに必要事項を記入の上、命のカプセル内に保管し、

常時携帯してください。情報シートは、本人又はご家族が記

入してください。

　徘徊の危険性のある認知症高齢者等で「命のカプセル」が

必要だと思われる方には、担当地区の民生委員を通して配布

いたしますので、民生委員又は健康福祉課高齢福祉係（　８
１－１８３０）までご連絡ください。

　現在、新聞販売店４社、郵便局、水道検針事業者、エルピー
ガス組合の計７社と協定を結び、見守りネットワーク事業にご
協力をいただいています。
　高齢者宅を訪問する機会が多い事業者の方々との連携は、見
守りネットワーク事業の広域化を図るとともに、継続的な訪問
を通して高齢者の方の変化を迅速に捉えることができるなど、
緊急時の早期発見につながるものと期待しております。
　地域のつながりが希薄化している中で、声掛けや見守りの輪が広がり、人と人とが共に
支え合い、いつまでも安全安心に暮らしていける地域づくりに向けて、ご協力をお願いい
たします。
　ご協力いただける事業者の方は、７月31日を目安に下記までご連絡ください。



栃木県後期高齢者医療広域連合　　０２８－６２７－６８０５

　平成26年度町民税・県民税納税通知書（普通徴収分および公的年金からの特別徴収分）を、
６月９日（月）に送付しました。平成26年度の町民税・県民税の税額は前年（平成25年１月
～12月）の所得等から計算しています。納税通知書がお手元に届きましたら、内容をご確認
ください。町民税・県民税が非課税となっている方には納税通知書は送付していません。
　１期の納期限は、６月30日（月）です。納期限内の納付をお願いします。なお、町民税・県
民税を給与から天引きしている給与所得者の納税通知書（特別徴収税額決定通知書）は、勤
務している会社等の給与支払者（特別徴収義務者）あてに、５月12日（月）に送付しました。

　「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源確保に係る地方税
の臨時特例に関する法律」が制定され、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保
するために、臨時の措置として平成２６年度から平成３５年度までの間、個人住民税の均等割の税率が引き上
げられます。 

　後期高齢者医療保険料は、被保険者の方全員に等しく負担していただく「均等割額」と、所得に応じて
負担していただく「所得割額」の合計額となり、平成25年中の所得をもとに、個人ごとに計算されます。

問合せ先 壬生町総務部税務課町民税係　　　８１－１８１７ 

問合せ先

町民税・県民税の納税通知書を送付しました町民税・県民税の納税通知書を送付しました町民税・県民税の納税通知書を送付しました

●町民税　年額５００円引き上げ（３，０００円→３，５００円）
●県民税　年額５００円引き上げ（１，７００円→２，２００円）
※平成20年度から平成29年度まで「とちぎの元気な森づくり県民税」として700円が加算されています。

※年度の途中で被保険者資格を取得した方の場合、保険料は取得した月からの月割で計算されます。
　なお、平成25年度に行われた保険料の軽減措置は、平成26年度においても継続されます。

合　計　年額１，０００円引き上げ（４，７００円→５，７００円）
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平成26年度より個人住民税（町民税・県民税）均等割額
が引き上げられます。が引き上げられます。
個人住民税（町民税・県民税）均等割額個人住民税（町民税・県民税）均等割額

平成26年度の後期高齢者医療保険料について

が引き上げられます。

平成26年度の

国民健康保険税納税通知書、後期高齢者医療保険料
・介護保険料納入通知書は７月中旬ごろ発送します
国民健康保険税納税通知書、後期高齢者医療保険料
・介護保険料納入通知書は７月中旬ごろ発送します

＋ =
均 等 割 額 所 得 割 額 年間保険料※

43,200円
基礎控除(33万円)後の

総所得金額等
×

所得割率8.54％

上限57万円
(100円未満切り捨て)



利用していますか？ 医療費助成制度
こども・妊産婦・障がい者・ひとり親家庭

受給資格登録の申請手続き

医療費助成の受け方

　町では、こども・妊産婦、身体の不自由な方やひとり親家庭の児童・親を対象に、医療機関にかかった際の医療費（保
険診療の自己負担額）を助成しています。この助成を受けるには受給資格者証の交付を受け、医療費の助成申請をして
いただくことになります。
　下の表をご参考に、各制度をご理解いただき、該当されている方で登録手続きが済んでいない方は手続きしてください。

【申請方法】           
　　助成申請書に必要事項を記載押印のうえ、領収書（受診者名、保険点数、負担割合などが明記されているもの）を添付し
　　て提出してください。郵送でも受け付けています。          
　　※保険点数などの記載のないレシート等の場合には、申請書の医療機関記入欄に証明を貰ってください。 
【申請期間】           
　　医療機関を受診した翌月から申請できます。          
　　医療機関を受診した月から１年以内に提出してください。（１年を超えたものは、お預かりできません。）          
【助 成 額】           
　　医療機関で支払った医療費（健康保険が適用になる診療の自己負担額）。薬局も含みます。          
　　※高額療養費、附加給付金等がある場合にはその額を差し引いた額となります。         
　　加入保険にてお手続きされた後、支給明細書を添付して申請してください。         
　　※学校管理下での怪我等による診療は、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度が優先されます。         
　　学校安全会など学校へ請求手続きをされた方は、医療費助成制度対象外となります。         
　　※健康保険が適用にならないもの（検診・予防接種・血液型検査・文書代・差額ベット代・選定療養費等）及び食事療養費は対象外です。         
　　※通常は、助成申請された翌月末頃お振込み予定です。振込み通知は発送いたしませんので、通帳にてご確認ください。         
　　※３歳までのお子さんが県内の医療機関を受診された場合には、受給資格者証及び健康保険証を提示されると窓口で直接助成が受け
　　　られます。 
【そ の 他】           
　　・登録されている方で、住所や加入保険等が変更になった場合には変更届出が必要です。         
　　・中学校３年生までのお子さんの中には、こども医療費受給資格者証に記載された期間が延長されていない方もおり
　　　ます。窓口にて順次差し替えていますので、お申し出ください。

種類 対象者 登録手続きに必要なもの 手続きする所 その他

こ
ど
も

妊
産
婦

ひ
と
り
親
家
庭

障
が
い
者

町内に住む中学校3年生までの児
童を養育されている方

・児童福祉施設又は知的障害者
　援護施設に入所中で他市町村
　の国民健康保険に該当してい
　る方は対象外です。

・特別養護老人ホーム等の施設
　に入所中で他市町村の住所を
　有し後期高齢者医療制度に該
　当している方は対象外です。

・所得制限があります。 
  
・児童福祉施設又は知的障害者
　援護施設に入所中で他市町村
　の国民健康保険に該当してい
　る方は対象外です。

・流産も含みます。 
・妊娠に関する診療は、届出以前
　の分も対象になるものもありま
　すので、お問い合わせください。

・健康保険証 
・身体障害者手帳又は療育
　手帳

◆児童扶養手当受給者の方
　（予定者も含む） 
・健康保険証 
◆児童扶養手当に該当しない方 
・健康保険証 
・戸籍謄本（申請者と対象 
　児童の記載があり、支給
　要件が分かるもの） 
・転入者の場合は、前住所
　地の所得証明書等 
※支給要件によって、その
　他書類の提出が必要な場
　合があります。

妊娠届出の月の初めから出産され
た翌月末までの妊産婦の方

・身体障害者手帳 
　１～２級の方 
・療育手帳Ａ１・Ａ２の方 
・知的障がいがＢ１程度で、身体障害
　者手帳が３～４級と重複している方

ア　満18歳に達する日以降の 最
　　初の３月31日までの児童がい
　　るひとり親家庭

イ　両親のどちらか一方が定めら
　　れた障がいである場合、その
　　世帯の障がいのない親と児童

ウ　父母のいない満１８歳に達す
　　る日以降の最初の３月３１日
　　までの児童を扶養している方
　　で配偶者のいないその方本人
　　とその児童（配偶者がいる場
　　合にはその児童のみ）

こども未来課
（子育て支援係）
　81－1831
稲葉・南犬飼出張所

こども未来課
（子育て支援係）
　81－1831

健康福祉課
（社会福祉係）
　81－1883

健康保険証

健康保険証
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臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特
例給付金を支給します
臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特
例給付金を支給します
臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特
例給付金を支給します
申請受付期間：平成２６年７月１日(火)～平成２６年９月３０日(火)

登録基準日は
平成26年１月１日
現在です。

　平成２６年４月１日から、消費税率が８％に引き上げられた事により、所得が低い
方の世帯や子育て中の世帯ほど、生活に対する影響が大きいため、低所得世帯の負担
軽減、並びに子育て世帯の消費の下支えを目的に、臨時・暫定的な措置として、臨時
福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金を支給いたします。
　次頁の申請方法をよくご確認の上、受付期間内に所定の手続きをお取りいただきま
すようお願いいたします。

臨時福祉給付金 支給要件

子育て世帯臨時特例給付金 支給要件

支給対象者
　・平成26年度分の住民税が課税されていない方が対象です。
　　　　ただし、   ・町民税(均等割)が課税されている方に扶養されている方
　　　　　　　      ・生活保護を受給されている方　 など 　　　　　　 　　   は除きます。

支給対象者
　　次のいずれの要件も満たす方が対象です。
　　　①平成26年１月分の児童手当・特例給付※を受給
　　　②平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額未満（P17表２の限度額目安未満かどうか）
　        　 ※特例給付とは、所得が高額な方について、児童１人当たり月額5,000円を支給しているものです。

対象児童
　　支給対象者の平成26年１月分の児童手当・特例給付の対象となる児童
　　　ただし、 ・「臨時福祉給付金」の対象となる児童
　　　　　　　 ・生活保護の受給者となっている児童　など　は除きます。   

支給額
　　対象児童１人につき　 10,000円

支給額
　・１人につき　10,000円
　・下記の《加算対象者》は１人につき　５,000円　 を加算

《加算対象者》《加算対象者》《加算対象者》
・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者※１
・児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者など※２

※１ 平成26年３月分の受給権があり、４月分または５月分の年金の支払いがある方が対象です。
※２ 平成26年１月分の手当等を受給している方が対象です。
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申請方法

給付金の受取方法

ご注意

臨時福祉給付金

子育て世帯臨時特例給付金

　町税務課より、臨時福祉給付金を受給できる可能性がある方に対して「町県民税が非課税である
ことのお知らせ」が送付されております。そのお知らせに同封された臨時福祉給付金申請書に必要
事項を記入し、添付書類を添えて返信用封筒で郵送してください。

 申請書に記載した指定口座に入金されます。
  ※金融機関口座を持っていないなど、振込みによる支給が困難な場合には窓口で受け取ることができます。

原則として、申請期間外の申請や平成26年１月１日時点で壬生町に住民登録がない方の申請は受
け付けられませんのでご注意ください。
※一定の住居を持たない方でいずれの市区町村にも住民票がない方については、平成26年1月２日以降であっても
壬生町で住民票の手続を行えば申請を行うことができます。
※DV被害者や児童福祉施設等に入所している児童等で、他の市区町村から住民票を移さずに壬生町にお住まいの方
については、壬生町で申請を受け付けることができる場合がありますのでご相談ください。

老齢基礎年金など、臨時福祉給付金の加算対象の年金・手当等の裁定等の請求が可能で、まだ行っ
ていない方は、平成26年８月3１日までに裁定等の請求を行っていただき、裁定の通知受領後に給
付金の請求をしていただくことになります。

　こども未来課より、平成２６年１月１日現在、壬生町より児童手当（特例給付含む）を受給され
ていた方に対して「子育て世帯臨時特例給付金申請書」が送付されます。申請書に必要事項を記入し、
添付書類を添えて、返信用封筒で郵送してください。

本人確認書類　住民基本台帳カード、運転免許証、健康保険証、介護保険証、旅券等の写し

指定した口座が確認できる書類

 金融機関名、口座番号、口座名義人（カナ）がわかる箇所の通帳の写し

「子育て世帯臨時特例給付金」：児童手当の受取口座を指定する場合は、これらの確認書類は不要です。

加算関係確認書類　年金額改定通知書の写し等　詳しくは申請書裏面の『申請内容確認書類』欄をご確認ください。

※「町県民税が非課税であることのお知らせ」が届かない方は、町県民税が課税されているかもしくは未申告の方と
なります。未申告の方で町県民税が課税されないと思われる方（町県民税課税者に扶養されている方を除く）につき
ましては、申告をしていただいてから申請手続きとなりますので、町税務課にご相談ください。

申 請 先 ： 壬生町役場臨時福祉給付金等対策室
　　　　　　平成２６年１月１日時点で住民登録を壬生町にしている方が対象です。
申請期間 ： 平成２６年７月１日（火）～ 平成２６年９月３０日（火）
提出書類 ： 申請書に以下の書類を添付ください。
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給付金に関するお問い合わせ
　壬生町役場　臨時福祉給付金に関する事　　　　　　電話：0282 (81) 1829・1883
　　　　　　　子育て世帯臨時特例給付金に関する事　電話：0282 (81) 1831
　　　　　　　臨時福祉給付金等対策室　　　　　　　電話：0282 (82) 8311
制度に関するお問い合わせ 
　厚生労働省　　２つの給付金に関する専用ダイヤル：0 5 7 0 (  0 3 7 )  1 9 2

問い合わせ先

み   な 　  いい きゅう ふ



Ｑ＆Ａ Ｑ＆Ａ 給付金  

Ｑ 

A

臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金の両方を貰う事は可能ですか？ 

受け取る事ができるのはどちらか一つの給付金です。 
臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金の両方の支給要件を満たしている場合は、臨時福祉
給付金の支給対象となります。 

Ｑ 

A

自分が住民税が課税されているかどうか、どうすれば分かりますか？ 

例えば、 
　・ご自身の給与支給明細書の「住民税」の項目に課税額が記載されている場合 
　・介護保険料決定通知書に記載されている「保険料の段階」で５段階以上となっている場合 
　・ご自身の給与や年金の収入が次ページの表１の非課税限度額以上の場合 
には、基本的に住民税が課税されています。 

Ｑ 

A

基準日（平成26年1月1日）の翌日以降に引っ越した場合の給付金の受取 
はどうなりますか？ 

今回の２つの給付金は基準日（平成26年1月1日）時点で住民票のある市区町村から給付金が支
給されます。具体的な申請期間や手続については、基準日時点でお住まいの市区町村にお問い合
わせください。 

Ｑ 

A

給付の時期はいつですか？ 

申請書の受付時期、給付方法によって異なります。 
口座振込の場合：所定の手続き後、交付決定通知書によりお知らせします。 
※申請書の記載内容や添付書類等に不備がなければ、概ね１月以内を目安として振込を予定して
おります。 
現金給付の場合：所定の手続き後、交付決定通知書によりお知らせします。 
※手続きの都合上、口座振込と比べて給付時期が遅くなります。 

Ｑ 

A

基準日（平成26年1月1日）以降に生まれた方や亡くなられた方は給付金 
の対象になりますか？ 

［臨時福祉給付金］ 
基準日（平成26年1月1日）に生まれた方は給付金の対象になりますが、基準日の翌日以降に生
まれた方は対象となりません。また、基準日から支給決定がされるまでの間に亡くなられた方も、
臨時福祉給付金の対象にはなりません。 
［子育て世帯臨時特例給付金］ 
基準日に生まれた児童は対象児童となりますが、基準日の翌日以降に生まれた児童は対象児童と
なりません。また、基準日から支給決定がされるまでの間に亡くなられた対象児童も子育て世帯
臨時特例給付金の対象児童にはなりません。 
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対象者診断チャート

生活保護を
受けていま
すか。

26年度分
の住民税は
課税されて
いますか。

26年度分の
住民税が課税
されている方
に生活の面倒
を見てもらっ
ていますか。

加算対象の基礎
年金・児童扶養
手当等を受給し
ていますか。

基準日は平成26年1月1日になります。

対象ではありません。
※保護基準の改定で消費税
の負担に対応します。

26年1月分の児童手当等を受給して
いますか。
（中学生以下の児童がいますか。）

25年の所得は制限額以
上ですか。

対象ではありません。

臨時福祉給付金の支
給対象者となる可能
性があります。
（1万円）

臨時福祉

臨時福祉給付金の支
給対象者となる可能
性があります。
(加算を含む１万５
千円)

臨時福祉

子育て世帯臨時特例
給付金の支給対象者
となる可能性があり
ます。

子育て世帯

下記の表１や
前頁のQ&Aを参照
してください。

下記の
表２を参照し
てください。

いいえ いいえ

いいえ

いいえ いいえ

いいえ

はい

はい

はい

はい

はい

はい

※当チャートはあくまで一般的な場合を想定しています。ご不明な点は壬生町役場臨時福祉給付金等対策室または厚生労働省
までお問い合わせください。

表１【住民税が課税されない所得水準の目安（非課税限度額）】

表２【児童手当の所得制限限度額（給与収入ベース）】

（給与所得者） （公的年金等受給者）

区分
単身
夫婦

夫婦子１人
夫婦子２人

子１人（１人）

夫婦子１人（２人）

夫婦子２人（３人）

875.6万円

917.8万円

960万円

非課税限度額（給与収入ベース）
93万円
138万円
168万円
210万円

区分

単身

婦夫

非課税限度額（年金収入ベース）
148万円
98万円
193万円
147万円

65歳以上
65歳未満
65歳以上
65歳未満

区分（扶養親族等の数） 限度額目安（給与収入ベース）
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備
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い
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し
、
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し
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天
災
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か
ら
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所
を
確
認
し
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油
断
せ
ず
災
害
に
備
え
ま
し
ょ
う
！

No

１

2

3

4

5

6

7

8

壬生小学校

藤井小学校

総合運動場

壬生東小学校

稲葉小学校

82－0108
FAX
82－0042

下表町、中表町、下横町、
今井、上表町、東下台、
下台団地、城東町、栄町

指定避難場所 電　　話 所 在 地 収容地区名

壬生中央公民館
城址公園

本丸２丁目
３－７

本丸１丁目
８

大字藤井
1267

馬場、原宿、田向稲荷内、
上坪、前宿坪、台坪

大字壬生甲
2770

万町、上新町、
壬生下馬木、西高野、
釜ヶ淵、福和田

大字壬生甲
3828

落合三丁目
５－21

至宝町北、至宝町南、
ひばりヶ丘、落合

大字上稲葉
881

大字上稲葉
932稲葉地区公民館 82－7374 原坪、鹿島、稲葉下馬木

No

9 羽生田小学校
82－1022
FAX 
82－8410

六美町北部、緑町一丁目
～四丁目、幸町一丁目
～四丁目、おもちゃのまち、
いずみ、若草

指定避難場所 電　　話 所 在 地 収容地区名

大字羽生田
2139－1

西部、中央、北原、台宿、
下坪

大字壬生丁
230－1

大字北小林
743

大字安塚
1179

大字安塚
2078

安塚一、安塚二、安塚三、
安塚中央

国谷中央、国谷新田、
国谷本田、東原、鯉沼
国谷南

災害時による要援護者

大字北小林
190

大字国谷
783－1

大字上稲葉
1056－８

睦小学校10

11

12

13

14

15

16

82－4824
FAX
82－4954

のときの指定避難場所

備
え
あ
れ
ば
憂
い
な
し
、

　
天
災
は
突
然
起
こ
り
ま
す
。

備
え
あ
れ
ば
憂
い
な
し
、

　
天
災
は
突
然
起
こ
り
ま
す
。

※洪水時においては避難所として使用できない場合があります。その場合の避難
   所は福和田地区は総合運動場、その他の地区は中央公民館・城址公園となります。

仲通町、上通町、駅東、
県営壬生住宅、城内、
城南、舟町

三好町、旭町、星の宮、
六美町南部、
六美町中央、車塚

下町、上町、本郷、松原

82－0049
FAX 
82－0121

82－0102
FAX
82－4684

82－6690
FAX
82－2048

82－2345
FAX
82－2706

82－0079
FAX 
81－1384

82－1004
FAX 
82－1572

北小林、あけぼの
虹の杜

上長田、安塚南部

上田、中泉、助谷、助谷原

86－0134
FAX
85－1205

86－0031

82－1014

86－0034
FAX
86－0042
86－0064
FAX 
86－1058
86－7117
FAX 
86－7112

南犬飼中学校

南犬飼地区公
民館（やすづか
保育園を含む）

安塚小学校

壬生北小学校

総合公園

嘉陽が丘
ふれあい広場

もしも！！もしも！！

●
非
常
用
持
出
品
の
準
備

●
２
〜
３
日
分
の
食
料
、飲
料
水
等
の
備
蓄

●
家
族
内
の
連
絡
方
法
の
確
認

●
防
災
マ
ッ
プ
・
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
で
確
認

壬生中学校 
※を参照ください。
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第３分団第５部 第２分団第５部

　４月29日、町総合公園陸上競技場において、「第33回壬生町消防団ポ
ンプ操法大会」及び「第11回消防交通フェア」が開催されました。
　ポンプ操法大会は、団員の士気高揚と消防技術の向上を目的に、町
消防団（関本和夫団長・団員202名）により行われているもので、消防団
各部とも日頃の訓練の成果を発揮し、ポンプ操法の技術を競いました。
　消防交通フェアでは、パトカーやはしご車の展示、交通安全協会・交
通安全母の会・交通指導員による交通安全広報品の配布や、シートベ
ルト体験車による衝撃体験、自転車シミュレーター、バルーンアート等、
女性防火クラブ、壬生町社会福祉協議会による広報活動等が行われ、
会場に集まった方々に交通安全や防災への意識の向上を呼びかけま
した。

せきもとかず お

優　勝　第３分団第５部
　　　　（至宝・六美・ひばり・若草・いずみ・落合
　　　　　・国谷・あけぼの地区・国谷南）
準優勝　第２分団第１部
　　　　（上稲葉地区）
第３位　第１分団第１部
　　　　（上下中表町・下横・今井・東下台・下台団地
　　　　　・城南地区）

優　勝　第２分団第５部
　　　　（下稲葉地区）
準優勝　第１分団第３部
　　　　（万町・上新町・壬生
　　　　　・下馬木・西高野地区）
第３位　第２分団第２部
　　　　（七ツ石地区）

・指揮者　篠原　巧　　　（３－５）
・一番員　福田　友之　　（１－１）
・二番員　梁島　友寛　　（２－１）
・三番員　神永　哲也　　（２－１）
・四番員　阿久津　達也　（２－１）

・指揮者　吉田　信太郎　（３－１）
・一番員　刀川　政典　　（３－１）
・二番員　星野　貴洋　　（１－４）
・三番員　坂本　昌和　　（３－１）
・四番員　別井　弘和　　（２－３）

・指揮者　早乙女　進一　（２－２）
・一番員　梁島　憲一　　（２－５）
・二番員　鈴木　克昭　　（２－５）
・三番員　大関　哲夫　　（１－３）

・指揮者　戸崎　泰秀　　（１－５）
・一番員　粂川　雅史　　（３－２）
・二番員　粂川　敏克　　（３－２）
・三番員　大垣　元喜　　（３－２）

しのはら　  たくみ　

ふく だ         ともゆき

やなしま       ともひろ

かみなが       てつ や

  あ   く   つ        たつ や

よし だ        しん  た  ろう

たちかわ      まさのり

ほし の         たかひろ

さかもと      まさかず

べつ い        ひろかず

そう  と  め        しんいち

やなしま      けんいち

すず き        かつあき

おおぜき      てつ  お

  と さき       やすひで

くめかわ      まさふみ

くめかわ      としかつ

おおがき      もとはる

自動車ポンプの部 小型ポンプの部

自動車ポンプの部 自動車ポンプの部

小型ポンプの部 小型ポンプの部

成 績● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

個　人
（優秀賞）

個　人
（努力賞）
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　6月23日（月）～29日（日）の一週間は
「男女共同参画週間」です。

詳細は内閣府男女共同参画課ホームページまで
http://www.gender.go.jp/

問合せ先
壬生町駅伝実行委員会事務局（町総合運動場体育館内）

TEL .82－2345　FAX .82－2706

　本年度のキャッチフレーズは「家事場のパパヂカラ」です。
　男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる「男女共
同参画社会」を実現するためには、国や町だけではなく、町民のみなさん一人ひとりの取組みが必
要です。
　私たちの周りの男女のパートナーシップについて、この機会に考えてみませんか？

　壬生町駅伝実行委員会では、平成２７年１
月２５日に開催されます第５６回栃木県郡市
町対抗駅伝競走大会出場にむけて駅伝チーム
のメンバー（中学生以上）を募集いたします。
　この大会は県庁から栃木市総合運動公園陸
上競技場を往復する１０区間、計６０.０２
キロで争われ、各チームのランナーが郷土の
誇りを懸けてたすきをつなぐ県内最高峰の駅
伝大会となっています。
　チームの大会までの活動内容としましては、
町総合公園陸上競技場などで強化練習の実施、
また町内外の各種マラソン大会、駅伝大会へ
の参加を予定しております。
　一緒に汗と感動のたすきをつなぎませんか。
興味のある方は、自薦、他薦問いませんので、
ぜひ下記までお問い合わせください。

平成26年度男女共同参画推進週間について

壬生町駅伝チーム　メンバー大募集！！壬生町駅伝チーム　メンバー大募集！！壬生町駅伝チーム　メンバー大募集！！壬生町駅伝チーム　メンバー大募集！！

　6月23日（月）～29日（日）の一週間は
「男女共同参画週間」です。
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　壬生町体育協会（松本幸三会長）は、５月22日（木）
に開催した総会において、平成25年度の大会で活
躍した選手並びに長年体育協会役員としてご尽力
いただいた方々を表彰しました。
表彰された方々は、次のとおりです。

まつもとこうぞう
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古
澤
　
孟

山
田
　
翔
太

大
栗
　
洋
人

佐
藤
　
有

篠
原
　
宗
眞

奈
良
田
　
廉

高
橋
　
航

佐
山
　
直
樹

谷
口
　
創
一

高
橋
　
歩

松
尾
　
海
陸

生
沼
　
央
佳

北
野
　
稚
葉

石
島
　
朋
果

大
谷
　
真
優

上
甲
　
怜
奈

奈
良
田
　
実
結

日
野
原
　
未
来

内
山
　
未
来

井
上
　
綾
花

古
川
　
澄
也

吉
田
　
雄
飛

大
塚
　
凌

小
口
　
英
之

成
田
　
純

鶴
見
　
利
光

鶴
見
　
菜
月

渡
邉
　
姫
奈

多
賀
谷
　
歩

石
田
　
憲
二
郎

古
川
　
寛
子

尾
崎
　
長
二
郎

笹
井
　
美
千
恵

池
澤
　
み
え
子

松
本
　
典

●
第
30
回
全
日
本
小
学
生
ソ
フ

　
ト
テ
ニ
ス
選
手
権
大
会
出
場

●
第
13
回
全
国
小
学
生
ソ
フ
ト

　
テ
ニ
ス
大
会
出
場

●
第
13
回
全
国
小
学
生
ソ
フ
ト

　
テ
ニ
ス
大
会
出
場

●
第
39
回
ス
ポ
ー
ツ
チ
ャ
ン
バ
ラ

　
世
界
選
手
権
大
会
優
勝

●
第
23
回
闘
技
空
手
道
挙
誠
会

　
館
格
闘
王
座
決
定
戦
出
場

●
栃
木
県
中
学
校
春
季
体
育
大
会

　
体
操
競
技
男
子
団
体
優
勝

●
栃
木
県
中
学
校
総
合
体
育
大
会

　
体
操
競
技
男
子
団
体
優
勝

●
栃
木
県
中
学
校
新
人
体
育
大
会

　
体
操
競
技
男
子
団
体
優
勝

●
第
27
回
全
国
都
道
府
県
対
抗

　
中
学
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
大
会
出
場

●
第
39
回
全
国
中
学
生
レ
ス
リ

　
ン
グ
選
手
権
大
会
出
場

●
第
４
回
全
国
中
学
選
抜
レ
ス
リ

　
ン
グ
選
手
権
大
会
出
場

●
第
39
回
全
国
中
学
生
レ
ス
リ

　
ン
グ
選
手
権
大
会
出
場

●
第
44
回
日
本
少
年
野
球
春
季

　
全
国
大
会
出
場

●
第
44
回
日
本
少
年
野
球
春
季

　
全
国
大
会
出
場

●
第
44
回
日
本
少
年
野
球
春
季

　
全
国
大
会
出
場

●
第
48
回
全
国
道
場
少
年
剣
道

　
大
会
中
学
生
団
体
の
部
出
場

●
第
43
回
全
国
中
学
校
剣
道
大

　
会
男
子
団
体
出
場

●
第
43
回
全
国
中
学
校
剣
道
大

　
会
個
人
戦
出
場

●
第
48
回
全
国
道
場
少
年
剣
道

　
大
会
中
学
生
団
体
の
部
出
場

●
第
43
回
全
国
中
学
校
剣
道
大

　
会
男
子
団
体
出
場

●
第
48
回
全
国
道
場
少
年
剣
道

　
大
会
中
学
生
団
体
の
部
出
場

●
第
43
回
全
国
中
学
校
剣
道
大

　
会
男
子
団
体
出
場

●
第
48
回
全
国
道
場
少
年
剣
道

　
大
会
中
学
生
団
体
の
部
出
場

●
第
43
回
全
国
中
学
校
剣
道
大

　
会
男
子
団
体
出
場

●
第
48
回
全
国
道
場
少
年
剣
道

　
大
会
中
学
生
団
体
の
部
出
場

●
第
43
回
全
国
中
学
校
剣
道
大

　
会
男
子
団
体
出
場

●
第
48
回
全
国
道
場
少
年
剣
道

　
大
会
中
学
生
団
体
の
部
出
場

●
第
43
回
全
国
中
学
校
剣
道
大

　
会
男
子
団
体
出
場

●
第
48
回
全
国
道
場
少
年
剣
道

　
大
会
中
学
生
団
体
の
部
出
場

●
第
43
回
全
国
中
学
校
剣
道
大

　
会
男
子
団
体
出
場

●
第
48
回
全
国
道
場
少
年
剣
道

　
大
会
中
学
生
団
体
の
部
出
場

●
第
48
回
全
国
道
場
少
年
剣
道

　
大
会
中
学
生
団
体
の
部
出
場

●
第
43
回
全
国
中
学
校
剣
道
大 

　
会
女
子
団
体
出
場

●
栃
木
県
中
学
校
新
人
体
育
大
会

　
剣
道
女
子
個
人
優
勝

●
栃
木
県
中
学
校
新
人
体
育
大
会

　
剣
道
女
子
団
体
優
勝

●
第
43
回
全
国
中
学
校
剣
道
大 

　
会
女
子
団
体
出
場

●
第
43
回
全
国
中
学
校
剣
道
大

　
会
個
人
戦
出
場

●
第
43
回
全
国
中
学
校
剣
道
大 

　
会
女
子
団
体
出
場

●
栃
木
県
中
学
校
新
人
体
育
大
会

　
剣
道
女
子
団
体
優
勝

●
第
43
回
全
国
中
学
校
剣
道
大 

　
会
女
子
団
体
出
場

●
栃
木
県
中
学
校
新
人
体
育
大
会

　
剣
道
女
子
団
体
優
勝

●
第
43
回
全
国
中
学
校
剣
道
大 

　
会
女
子
団
体
出
場

●
栃
木
県
中
学
校
新
人
体
育
大
会

　
剣
道
女
子
団
体
優
勝

●
第
43
回
全
国
中
学
校
剣
道
大 

　
会
女
子
団
体
出
場

●
栃
木
県
中
学
校
新
人
体
育
大
会

　
剣
道
女
子
団
体
優
勝

●
第
43
回
全
国
中
学
校
剣
道
大 

　
会
女
子
団
体
出
場

●
栃
木
県
中
学
校
新
人
体
育
大
会

　
剣
道
女
子
団
体
優
勝

●
栃
木
県
中
学
校
新
人
体
育
大
会

　
剣
道
女
子
団
体
優
勝

●
第
66
回
秋
季
関
東
地
区
高
等

　
学
校
野
球
大
会
埼
玉
県
予
選
優

　
勝

●
第
68
回
国
民
体
育
大
会
出
場

　（
サ
ッ
カ
ー
）

●
第
68
回
国
民
体
育
大
会
出
場

　（
レ
ス
リ
ン
グ
）

●
第
68
回
国
民
体
育
大
会
出
場

　（
自
転
車
・
監
督
）

●
第
68
回
国
民
体
育
大
会
出
場

　（
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
・
監
督
）

●
第
68
回
国
民
体
育
大
会
出
場

　（
馬
術
・
監
督
）

●
第
68
回
国
民
体
育
大
会
出
場

　（
馬
術
）　

●
第
68
回
国
民
体
育
大
会
出
場

　（
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
）　

●
第
68
回
国
民
体
育
大
会
出
場

　（
剣
道
）

●
第
69
回
国
民
体
育
大
会
冬
季

　
大
会
出
場（
ス
キ
ー
）

●
第
12
回
全
国
社
会
人
９
人
制

　
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
東
ブ
ロ
ッ
ク
男

　
女
優
勝
大
会
出
場

●
第
22
回
全
日
本
実
年
ソ
フ
ト

　
ボ
ー
ル
大
会
出
場

●
第
31
回
全
日
本
レ
デ
ィ
ー
ス

　
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
選
手
権
大
会
出

　
場

●
日
本
ス
ポ
ー
ツ
マ
ス
タ
ー
ズ
２

　
０
１
３
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
出
場

●
第
30
回
全
日
本
シ
ニ
ア
バ
ド

　
ミ
ン 

ト
ン
選
手
権
大
会
出
場

●
第
31
回
全
日
本
レ
デ
ィ
ー
ス

　
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
選
手
権
大
会
出

　
場

●
壬
生
町
体
育
協
会
理
事

体
育
協
会
の
発
展
に
貢
献

  

み 

よ
し
　    

な
つ 

み

さ
い
と
う
　    

け
ん 

と

し
ん
じ
ょ
う    
ひ
ろ  

と

 

こ  

じ
ま       

あ
お 

い

た
か
は
し       

こ
う 

じ

い
し
じ
ま       

や
す
ひ
ろ

や
ま 

ね         

だ
い 

ち

お
お
つ
か        

あ   

み

す
ず  

き        

あ
ら 

た

ふ
る
さ
わ     

は
じ
め

や
ま  

だ       

し
ょ
う
た

お
お
ぐ
り       

ひ
ろ 
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さ  

と
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た
も
つ

し
の
は
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そ
う 

ま
  

な   
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た        
れ
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た
か
は
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わ
た
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さ  

や
ま       

な
お  

き

た
に
ぐ
ち       

そ
う
い
ち

た
か
は
し    

あ
ゆ
む

ま
つ 

お         

か
い  

り

お
い
ぬ
ま       

お
う  

か

き
た  

の        

わ
か 

ば

い
し
じ
ま       

と
も 

か

お
お
た
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ま    

ゆ

じ
ょ
う
こ
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な
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ゆ
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の 

は
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く

う
ち
や
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く

い
の
う
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あ
や 

か

ふ
る
か
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す
み  

や

よ
し  
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ゆ
う  

ひ

お
お
つ
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ょ
う

 

こ  

ぐ
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ひ
で
ゆ
き

な
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じ
ゅ
ん

つ
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と
し
み
つ
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る  
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な  

つ
き

わ
た
な
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ひ   

な
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あ
ゆ
み

い
し  
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け
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じ  

ろ
う

ふ
る
か
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ひ
ろ  

こ

  

お  

ざ
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ち
ょ
う
じ 

ろ
う

さ
さ  

い          

み   

ち   

え

い
け
ざ
わ        

み   

え    

こ

ま
つ
も
と
　
　
た
だ
し
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？

子
育
て
を
応
援
し
ま
す

　
　
　
み
ん
な
で
育
て
よ
う
地
域
の
子

「子育ての手助けをしてほしい人」と、「子育ての手助けが
できる人」からなる会員組織です。センターでは、手助けを
してほしい保護者からの依頼を受けて、条件にあう人を紹介し、
会員相互の育児を応援します。

学
童
保
育
や
習
い
事
の
送
迎
や
終
了
後
の

預
か
り
。

保
育
園
や
幼
稚
園
へ
の
送
迎
、
始
業
前
や

終
業
後
の
子
ど
も
の
預
か
り
。

学
校
の
放
課
後
や
学
童
保
育
終
了
後
の
子

ど
も
の
預
か
り
。

冠
婚
葬
祭
や
保
護
者
の
通
院
時
な
ど
の
子

ど
も
の
預
か
り
。

買
い
物
や
食
事
、
美
容
室
や
外
出
な
ど
、

マ
マ
の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
の
際
の
子
ど
も
の

預
か
り
。

そ
の
他
、
必
要
と
思
わ
れ
る
援
助
を
行
い

ま
す
。

※
宿
泊
を
伴
う
活
動
は
行
い
ま
せ
ん
。

「
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
の
広
場
開
放
日

に
、
そ
こ
で
預
か
っ
て
も
ら
え
ま
す
か
？
」

も
大
丈
夫
で
す
！

〒321-0214
壬生町壬生甲3843-1
　（保健福祉センター内）
直通電話：82-3309
　ＦＡＸ：82-3309
開設時間：
月～金曜日  9：00～16：30

手
助
け
が
出
来
る
内
容
は
？

ファミリー・サポート・センターとは‥？

今

　平成25年度実績
依頼会員
協力会員
両方会員
活動件数

壬生町ファミリー
サポートセンター

……302名
……70名
……51名
…160件

ま
さ
に
子
育
て
真
っ
最

中
の
皆
さ
ん
。
子
ど
も

の
笑
顔
に
励
ま
さ
れ
な

が
ら
も
「
子
育
て
の
手
助
け
を

し
て
く
れ
る
人
が
い
た
ら
…
」

と
思
う
こ
と
あ
り
ま
せ
ん
か
？

そ
ん
な
、
パ
パ
・
マ
マ
の
強
い

味
方
が
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー

ト
・
セ
ン
タ
ー
で
す
。

　
子
育
て
が
一
段
落
し
た
人
か

ら
現
役
の
マ
マ
さ
ん
ま
で
、
子

ど
も
好
き
の
会
員
さ
ん
達
が
、

お
子
さ
ん
の
面
倒
を
み
て
く
れ

ま
す
。

　
セ
ン
タ
ー
へ
の
会
員
登
録
は

無
料
。
も
し
も
の
時
の
保
険
制

度
も
充
実
し
て
い
ま
す
。

　
ま
ず
は
、
セ
ン
タ
ー
へ
お
気

軽
に
ご
相
談
下
さ
い
。
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依頼会員（おねがい会員）
壬生町に居住、又は在勤し、０歳から小学校６年生
までのお子さんを持つ人

協力会員（まかせて会員）
壬生町に居住し、心身共に健康で、子どもの好きな人

両方会員（どっちも会員）
依頼会員と協力会員の両方を兼ねる人

活動の流れ

報酬の基準

活動の流れ

　学童保育から塾への送
りをお願いしています。
お姉ちゃんの時からお世
話になっているので安心
してお願いできます。塾
へ向かいながらコンビニ
に寄ってもらうなど、母
親代わりになっていただ
いてるので、仕事に専念
できて本当に助かってい
ます。

　自分の出来る時に、出
来る範囲のお手伝いをさ
せて頂いてます。車に乗
り込むと「シートベルト
しました。お願いします」
ときちんと挨拶し、会話
もしてくれます。こちら
も安心して送迎のお手伝
いができます。人のお役
に立てて嬉しいです。

利用日 利用時間 報　　酬

７：００～１９：００ １時間あたり700円

１時間あたり800円

１時間あたり800円

１時間あたり800円

上記以外

終　　日

平　日

預かる子どもが軽度の病気の場合

土曜日・
日曜日・
祝日等

 依 頼 会 員
（おねがい会員）

協 力 会 員
（まかせて会員）

ファミリー・
サポート・センター
（アドバイザー）

③事前打合せ

④子育ての支援

⑤報酬等の支払い

①申込み ②依頼

健康福祉
センター

至栃木

至国谷

至
栃
木

壬生郵便局

壬生中

国
谷
駅

黒
川

星
の
宮
Ｃ
Ｃ

総合
運動場

グラウンド

シルバー
人材センター

〒

壬生
バイ
パ

ス

案内図

会員登録は無料です

会員の種類は？

至宇都宮協力会員さん協力会員さん依頼会員さん依頼会員さん



高橋悦子氏が「コミュニティ活動功労者知事表彰」を受賞
たか はし えつ  こ

　５月16日　県コミュニティ協会研究推進委員会委員の高橋 悦子
氏（いずみ自治会）が、県コミュニティ協会総会の中で、「コミ
ュニティ活動功労者知事表彰」を受賞されました。
　高橋氏は、睦地区コミュニティ推進協議会会長を務めるなど、
長年にわたり同地区のコミュニティ活動に積極的に取り組むとと
もに、平成14年度から昨年度までは、県コミュニティ協会研究推進
委員として、県内のコミュニティ活性化にご尽力をいただきました。
　今後も、「地域づくりの必要性」・「地域づくりは人づくり」を、
町内外を問わず多くの方に伝えていきたいということで、さらな
るご活躍が期待されます。

インターネット通販のインターネット通販の
トラブル増加中！！トラブル増加中！！

　パソコン、スマートフォンから、何時でも、簡単に商品を購入でき大変便利になりましたが、思わぬと
ころに落とし穴があります。
　通信販売には、クーリング・オフがありません。商品を購入する際には、十分注意しましょう。

① 業者の電話番号が掲載されているか。

② 常に大量の商品を半値以下で販売していないか。

③ 振込先が個人名の口座ではないか。
　　　　　　　↓
　　　画面上は、クレジットカード可能。実際に注文の段階になると“前払い”“口座振込”のみの場合は、特に注意。

④ 会員規約などが、少し不自然な日本語で記載されていないか。
　　　　　　　↓
　　　外国サイトの可能性大　→　トラブルが発生した場合、解決が困難です。

⑤ 返品特約が記載されているか。
　　　返品の場合は、通常送料はお客様負担です。
　　　返品特約の記載がない場合は、クーリング・オフ（８日間）が可能です。

⑥ むやみにカートへ商品を入れない。
　　　（間違って送信してしまった時にも、クーリング・オフが無い為、
　　　取消が出来ない場合があります。）

⑦ 最終確認画面でしっかりチェック。
　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　最終確認画面は必ず設定されている項目ですが、証明できないと、契約成立に
　　　　　　　　なります。商品購入は、慎重にお願いします。

　　　　　　　　最終確認画面、申し込み画面は必ず保存しておく。
　　　　　　　　　（トラブルが発生した場合の証拠となります。）

ご相談は 壬生町消費生活センター　　 82－1106　月～金曜日　9：00～12：00　13：00～16：00

インターネット通販を利用する際は、そのサイトが信頼できるサイトがどうか、必ず確認しまし
ょう。トラブルが起きてからでは、取り返せない場合が多発しています。十分にご注意ください。
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そのクリック
ちょっと待って！



下野保護区保護司会壬生町分区・壬生町青少年健全育成実施委員会
　壬生町更生保護女性会・壬生町青少年育成指導員会

会を明るくする運動」はすべての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生
について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪のない地域社会を築こ

うとする全国的な運動です。
　「犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ」と題して、罪を犯した人たちの立
ち直り等の活動を進めていきます。

閣府では、昭和５４年の国際児童年を契機として、学校が夏休みに入る毎年７月に「青
少年の非行問題に取り組む全国強調月間」と定め、関係省庁、都道府県、市町村、民間

団体と連携しながら総合的な非行防止活動を展開していました。
　平成２２年度からは児童買春や児童ポルノといった福祉犯の被害防止も重点課題に加え、「青
少年の非行・被害防止全国強調月間」と名称を変更して様々な活動を展開しています。

内

会を明るくする運動」、「青少年の非行・被害防止全国強調月間」では、街頭広報、ポ
スターの掲出、新聞やテレビ等の広報活動に加えて、だれでも参加できるさまざまな催

しを行っています。イベントに参加したり、このページを見たことなどをきっかけにして、ど
うして犯罪や非行が起きてしまうのか、安全で安心な暮らしをかなえるために、今、何が求め
られているのか、そして、自分には何ができるのかを、みなさんで考えてみませんか。

「社

　すべての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、
それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を築こうとすると
ともに、一人ひとりの子どもを、非行に走ることなく健全に育成するため、青少年の
非行防止と保護を社会全体の責務としてとらえ取り組む、全国的な運動です。

「社

学校での携帯電話講習会 青少年健全育成地域懇談会

７月は「社会を明るくする運動」並びに
「青少年の非行・被害防止全国強調月間」です。
７月は「社会を明るくする運動」並びに

「青少年の非行・被害防止全国強調月間」です。

社会を明るくする運動

青少年の非行・被害防止全国強調月間

みんなで考え、参加してください

壬生町での取り組み
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第27回全国健康福祉祭とちぎ大会

10月4日　　　7日
咲かせよう！　長寿の花を　栃木路で

ねんりんピック
栃木2014
ねんりんピック
栃木2014

平成26年

ねんりんピックとは……
　60歳以上の方々を中心に、あらゆる世代が交流を深めることができる、スポーツ、
文化、健康と福祉の総合的な祭典です。
　今年は、いよいよ栃木県で「ねんりんピック栃木2014」が開催され、壬生町は、
宇都宮市と共にサッカー会場になります。

日　　時……平成26年
場　　所……壬生町総合公園陸上競技場
主　　催……ねんりんピック栃木2014壬生町実行委員会

☆会場内では、おもてなしコーナーや壬生町の特産物の販売等を行います。
☆おもちゃ博物館は特別に６日（月）も開館いたします。

写真は昨年行われた壬生町サッカー交流大会リハーサル大会の様子です。

◎ねんりんピック栃木2014の詳しい大会概要や県内の交流大会競技については県のホームページをご覧
　ください。http://nenrin-tochigi2014.jp/

問合せ先 町民生部健康福祉課高齢福祉係　　８１－１８３０

開催日 土 火

壬生町サッカー交流大会壬生町サッカー交流大会
日 月10月5日　・6日
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　町教育委員会では、平成２４年度より、中学生の地域活動を推進しております。次代の壬生町を担う中学生が、
地域住民とのあたたかなかかわりをとおして郷土愛や自己肯定感を高めてほしいという願いが込められています。
　５月２４日（土）、２５日（日）に、壬生中央公民館において「蘭学のまち“みぶ”第４回チャリティー交流会
～文化活動を通してみぶまちから福祉の輪を広げよう～（主催　町文化協会、共催　壬生町、壬生町教育委員会）」
が開催されました。両日で５７名の町内中学生が中学生スタッフとして参加し、模擬店の補助や遊びコーナー
の運営などで、地域の方々とともに活動しました。来場したみなさまや中学生の活躍の機会を提供してくださ
ったみなさまから、あたたかい励ましの言葉をいただき、中学生一人一人が、人の役に立つ喜びを味わうこと
ができた二日間となりました。

・「たくさんの人たちが、私たち中学生ボランティアに優しく接してくださって、本当にうれしか
　ったです。」（中３女子）
・「地域の方々の優しさにふれて、とても心があたたまりました。」（中３女子）
・「初めてボランティアに参加しました。最初は不安だったのですが、地域の人と交流してみて、
　とても楽しく時間を過ごせました。」（中１男子）

お問合わせ 壬生町教育委員会事務局生涯学習課　　81－1873

～豊かな体験や出会いが　郷土愛や自己有用感を育みます～

壬生町の未来を創る
中学生による地域活動を応援してください

・「積極的に取り組んでくれる子、恥ずかしいけれど、人付き合いが苦手だけれど、一緒に参加し
　てくれる子、どの子にもとても貴重で将来役に立つ経験になったと思います。」（飲食店の方から）
・「去年もここに来てとっても楽しかったから、また来ました。何よりうれしい言葉でした。若者
　のパワーをいっぱいいただきました。」（飲食店、販売店の方から）
・「大変に助かりました。よく頑張ってくれました。ありがとう！」（飲食店の方から）

参加した中学生の声

中学生とともに活動した大人の方々の声
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　壬生町民の歌広報大使の松山美由紀さんと一緒に、この春中学校を卒業した３人の
高校生が、屋外ステージを企画し、運営しました。幼児や児童に楽しいひとときを過
ごしてもらおうと、３回にわたり企画会議を開き、いろいろアイディアを出し合いま
した。当日、楽しそうに参加してくれた子どもたちの笑顔が、
高校生たちにとって何よりのご褒美となりました。

　今後も、地域の皆様による、中学生・青少年へのあたたかな
まなざしと励ましの言葉をどうぞよろしくお願いします。

～壬生町では、中学校卒業後の青少年による地域活動も推進しています～

高校生だって がんばっています!
チャリティー交流会の屋外ステージ企画・運営
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とおりまち保育園にエアコンが整備されました

　５月９日、全国本田労働組合連合会ショーワ労働組合栃木
県支部（支部長　寺田典史）様から、壬生町社会福祉協議会
就労支援施設むつみの森にスポットエアコン２台を寄贈して
いただきました。むつみの森では、町清掃センターからペッ
トボトル圧縮梱包作業を請け負っています。作業場は夏場に
おいては高温になり、障害を持っております利用者の作業に
支障をきたしておりました。今回のスポットエアコンの寄贈
により作業環境が改善されるものと期待しております。

全国本田労働組合連合会ショーワ労働組合栃木県支部さん

　相田、粂川両氏は、総務大臣から行政相談委員を委嘱
されており、国などが取り扱う行政に関する苦情の解決
に尽力したことが認められて、平成26年５月23日に［コ
ンセーレ（栃木県青年会館：宇都宮市）で開催された平
成26年度行政相談委員全体会議において、栃木行政評価
事務所長感謝状を受賞しました。
　両氏は、今後も引き続いて行政相談委員として、定例
行政相談所などにおいて行政相談を受け付けますので、
行政に関する苦情や要望等がございましたら、御相談く
ださい。

行政相談委員の相田喜久夫氏と粂川元一氏が栃木行政評価事務所長感謝状を受賞

　　町内在住の駒林昭雄様から、昨年11月に、
とおりまち保育園に寄附をいただき、今回子
どもたちの保育環境改善のために、エアコン
を整備させていただきました。
　エアコン整備が、完了したことから、５月
13日、とおりまち保育園に駒林さんをお招き
し、子どもたちから感謝の気持ちを込めて、
歌やダンスを披露しました。

てら だ のりふみ

あい  だ   き   く    お くめかわもといち

スポットエアコン２台を寄贈

こまばやしあき　お
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“かんぴょうのたね”で作った町章を寄付　藤井　柏　武男さん

　５月21日、羽生田小学校において宇都宮
地方法務局栃木支局、栃木人権擁護委員協
議会、町による「人権の花」運動の花の贈
呈式が行われました。当日は、町人権擁護
委員協議会（齊藤和子会長）から児童たち
にマリーゴールド、ペチュニア、日々草等
の苗が手渡されました。
　この運動は、児童が相互に協力しながら
花を育てることで、やさしさや相手に対す
る思いやりの心を育み、人権への理解を深
めてもらおうと実施しているものです。

　５月３日、藤井の柏　武男さん（70）から、“かんぴょうの
たね”で作った町章の寄付がありました。
　柏　さんは、かんぴょう農家で、“かんぴょうのたね”は自
宅にたくさんあったため、病気療養後に、手先のリハビリを
兼ねて“かんぴょうのたね”を使った町章の作成を始めました。
　約2500粒のたねを２週間かけてボンドで張り付けて作成し
ました。
　また、地元の藤井小学校にも“かんぴょうのたね”を提供し、
子供たちが藤井小学校の校章を作成しました。
　なお、“かんぴょうのたね”で作った町章は、みぶハイウェ
イパーク　みらい館　生活ギャラリー内の展示施設に掲示し
ていますので、ぜひご覧ください。

なかむらただし

　5月16日、稲葉地区公民館において、下稲葉地区圃
場整備事業推進協議会の総会が開催されました。
　総会は、中村正会長（原坪）のあいさつ後に、来賓
の小菅一弥町長並びに穐野和人下都賀農業振興事務所
長から、それぞれ祝辞をいただき議事に入りました。
　議案は、平成25年度事業報告、平成26年度事業推
進スケジュール案、役員の補充案について審議が行われ、
原案どおり承認されました。
　今後も事業実施に向けた話し合いを進めながら、圃
場整備事業を推進していきます。

「下稲葉地区圃場整備事業推進協議会」総会を開催

「人権の花」運動　花の贈呈式

こ   すげ  かず  や あき  の   かず  ひと
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　５月20日、美佐恵会（代表　伏木美佐恵）様から、町の
福祉に役立てて欲しいと、10万円の寄附がありました。

　５月21日、獨協医科大学病院さくらフェスタ運営
委員会様から、町の福祉に役立てて欲しいと、10万
円の寄附がありました。

広報みぶ５月号【まちのうごき】のなかで、人口に
誤りがありました。お詫びして訂正いたします。　　
総人口 39,630人（+１人）／ 男 19,500人（+１人）

お詫びと訂正
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記
し
、
１
２
０
円
切
手
を
貼
っ
た
返
信

　
　
用
封
筒
（
角
型
２
号
）
を
必
ず
同
封
し

　
　
て
く
だ
さ
い
。

　
③
壬
生
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

　
　
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

◆
申
込
書
に
必
要
事
項
を
明
記
し
、
履
歴
書

（
所
定
の
様
式
）
、
卒
業
（
見
込
）
証
明
書

　
及
び
成
績
証
明
書
を
添
え
て
総
務
課
へ
提

　
出
の
う
え
、受
験
票
を
受
け
取
っ
て
く
だ

　
さ
い
。

　
郵
送
の
場
合
は
「
壬
生
町
職
員
採
用
試
験

　
案
内
」
に
従
っ
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

◆
７
月
２
日
（
水
）〜
８
月
12
日
（
火
）

　
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
（
祝
日
を
除
く
）
の

　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
ま
で
で
す
。

　
郵
送
の
場
合
は
、
８
月
12
日
ま
で
の
消
印

　
が
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
ま
す
。

◆
合
格
者
は
平
成
27
年
４
月
１
日
に
採
用
と

　
な
り
ま
す
。

◆
壬
生
町
総
務
部
総
務
課
庶
務
人
事
係

　
〒
３
２
１
ー
０
２
９
２

　
壬
生
町
通
町
12
番
22
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
81
ー
１
８
０
６

　
平
成
26
年
度
壬
生
町
職
員
採
用
試
験

を
次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。
こ
の
試
験

の
程
度
は
、
高
等
学
校
卒
業
程
度
で
す
。

職
種
及
び
採
用
人
員

一
次
試
験
日
程
及
び
会
場

試
験
案
内
・
申
込
書
の
請
求

申
込
方
法

申
込
受
付
期
間

採
用
予
定

申
込
・
問
合
せ
先

受
験
資
格

表紙の写真
５月２４日、第4回チャリティー交流会の中で行われた、
南犬飼中学校吹奏楽部の演奏です。45名の部員が一体
となり、行進曲「勇気のトビラ」など３曲を演奏しました。
若い力で、見事なオープニングを飾りました。


